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令和６年能登半島地震で被災した技能実習事業所での復旧作業について 

 

令和６年能登半島地震の影響を受けて実習実施者の事業所が被災し、

瓦礫の撤去等、技能実習の実施場所の復旧作業を行う場合について、技

能実習計画との関係を下記のとおり「西日本豪雨で被災した技能実習事

業所での復旧作業について」（平成３０年７月１３日付け法務省管在第

４４５８号，開海発０７１３第１号）に準じることとしましたので、通

知いたします。 

記 

 

被災した実習実施者の事業所における瓦礫の片付け作業等について

は、機械・器具等を安全に使用可能な状態にするなど、技能実習を行う

に当たっての環境を復旧するための作業として、技能実習の安全衛生業

務に該当し得るものと整理する。 

なお、技能実習環境の復旧に相当な時間を要するために、上記復旧作

業を継続する場合は、地方出入国在留管理官署において、技能実習生に

対する資格外活動許可を行う取扱いとしている。 

貴殿におかれては、地方事務所へ周知方よろしくお願いする。 

 

 


